
 

 

資料 ３－１ 

ＤＭＯ(観光地域づくり法人)について 

鳥取・因幡観光ネットワーク協議会 
 

1.経  過 

    ・平成 28年 3月  鳥取・因幡観光ネットワーク協議会(ＮＷ協)として、 

                      県東部１市４町の同意書を添付し、観光庁に対し「日 

                      本版ＤＭＯ候補法人」への登録申請 

・平成 28年 4月  観光庁の「日本版ＤＭＯ候補法人」に登録 

・平成 29年 3月  「鳥取因幡・北但西部観光グランドデザイン」が圏域 

自治体により策定される 

・平成 29年 7月  新温泉町、香美町が同意(1市 6町が圏域となる) 

・平成 29年 8月  関係自治体として兵庫県同意 

 

2.設立趣旨 

今回策定された鳥取因幡・北但西部観光グランドデザイン(GD)に基づき、 

 具体的な取り組みを関係者と連携・役割分担し実践していく組織 

  〇GDの目標…鳥取県東部・北但西部(1市 6町)の観光客入込数 

          平成 27年度 630万人⇒平成 34年度 800万人 

  ○重点ターゲット…訪日外国人(インバウンド)、若年層 

 

3.目指すＤＭＯの姿〈資料３－２〉 

 『地域に根差し、地域で稼ぐ観光地域づくり法人』 

 (1)求められる新たな取り組みの積極展開 

    ・エリアプロモーション 

・着地型観光商品の開発販売 

・圏域周遊観光の促進 

    ・インバウンド対策 

    ・圏域ランドオペレーター機能の発揮 

    ・観光産業ビジネス支援 

(2)ＮＷ協のノウハウの継承発展 

・観光商品プロデュース力⇒強化  

・観光案内処(東部圏域 223か所)の運営力⇒拡大 

・情報発信力(ネット検索 1位)⇒強化 

 (3)民間の積極的参画 

    ・旅行商品のプロモーションを期待(旅行会社) 

    ・マーケティング、ビジネス支援、ファンド設立等を期待(金融機関) 

 (4)安定的な運営資金の確保 

    ・身の丈に合った経営(職員派遣は可能な限り手弁当) 

・自律的・継続的な運営を実現するため、以下をバランスよく確保 

       ①国・県・市町からの補助金・負担金   

       ②県・市町からの業務委託 

       ③民間からの会費・負担金 

       ④民間からの業務委託 

       ⑤DMO自らの事業収入 



 

 

4.法人設立〈資料３－３〉 

 (1)設立時期  平成 30年 1月予定   

 (2)法人類型  一般社団法人 

 (3)名  称  (仮称)麒麟
き り ん

のまち観光局  

 (4)目  的   ①地域の観光資源の掘り起こし・観光商品造成 

            ②旅行業法に基づく旅行事業                               

          ③旅行関連サービスの開発・販売 

         ④地域の広告宣伝事業 

             ⑤マーケティング調査 

         ⑥観光関係人材育成事業 

         ⑦地域産品の開発・販売 

⑧その他 

 (5)営業開始  平成 30年 4月予定 

           ※この時点でＮＷ協は解散 

 

5.設立準備委員会の設置 

  11月中に予定しているＮＷ協総会で設立準備委員会を設置し、具体的な準

備を進める。 

 

6.初年度事業収支（想定）                  （単位:円） 

区分 想定額 備考 

 

 

 

 

 

経

常

収

益 

会費収入 2,300,000 民間 50千円×40～50口 

運営負担金等収入 31,744,000 ※① 

 鳥取市 25,000,000  

６町 4,500,000 1町 750千円均等 

その他 2,244,000  

公益目的事業収入 21,720,000 

〈行政からの受託事業等〉 

・Gバス運行、イベント受託 

・○新因幡・北但西部周遊バス試験運行 

・○新エリアプロモーション 

・その他                          ※② 

収益事業収入 12,780,000 

〈自主事業、民間からの受託事業等〉 

・○新着地型観光商品販売 

・○新インバウンド商品販売 

・その他 

経常収益合計 68,544,000  

経

常

費

用 

事業実施経費 34,500,000 仕入費、業務費、その他 

管理費 34,044,000 人件費(5人)、事務費、管理費ほか 

経常費用合計 68,544,000 ※③ 

       ※① 運営負担金については、３年毎に見直しを行う。 

       ※② 事業収入は、毎年 5％アップを目標とする。 

       ※③ 初年度は、収支同額とした。 



 

 

7.運営負担金・公益事業負担金〈資料３－４〉 

  □行政へお願いしたい運営負担金・公益事業負担金 

 

8.初年度スタートアップ事業(15,000千円)…新規事業は地方創生交付金の対象 

  □因幡・北但西部周遊バスの試験運行 

□国内外へのエリアプロモーション(リーフレット作成、ネット配信含む) 

□各種セミナー・研修の開催 

□ゾーニングを組み合わせた周遊ルートの具体的展開 

□その他 

 

9.事務局職員 

  □プロパー職員と民間・行政からの派遣職員を想定 

  □民間職員は、旅行会社や金融機関からの派遣を期待(手弁当) 

  

10.その他 

  □ＤＭＯが軌道に乗るまでの間、現在ＮＷ協の事務局を担っている東部広

域からの一定の支援を想定（人的支援、財政支援等） 


